
平成２９年第１回三豊市議会定例会 提出議案一覧

議案番号 件 名
ページ
番号

議案第１号 平成２８年度三豊市一般会計補正予算（第４号） １ 

議案第２号 平成２８年度三豊市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） ２ 

議案第３号 
平成２８年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第３

号） 
３ 

議案第４号 平成２８年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） ４ 

議案第５号 平成２８年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） ５ 

議案第６号 平成２８年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算（第３号） ６ 

議案第７号 平成２８年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算（第３号） ７ 

議案第８号 平成２８年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第３号） ８ 

議案第９号 平成２８年度三豊市港湾整備事業特別会計補正予算（第２号） ９ 

議案第１０号 平成２８年度三豊市水道事業会計補正予算（第２号） １０ 

議案第１１号 平成２８年度三豊市病院事業会計補正予算（第２号） １１ 

議案第１２号 平成２９年度三豊市一般会計予算 １２ 

議案第１３号 平成２９年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算 １３ 

議案第１４号 平成２９年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算 １４ 

議案第１５号 平成２９年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算 １５ 

議案第１６号 平成２９年度三豊市介護保険事業特別会計予算 １６ 

議案第１７号 平成２９年度三豊市介護サービス事業特別会計予算 １７ 

議案第１８号 平成２９年度三豊市集落排水事業特別会計予算 １８ 

議案第１９号 平成２９年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算 １９ 
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議案第２０号 平成２９年度三豊市港湾整備事業特別会計予算 ２０ 

議案第２１号 平成２９年度三豊市水道事業会計予算 ２１ 

議案第２２号 平成２９年度三豊市病院事業会計予算 ２２ 

議案第２３号 三豊市子どもの貧困対策検討委員会設置条例の制定について ２３ 

議案第２４号 三豊市空家等の適正な管理に関する条例の制定について ２６ 

議案第２５号 組織機構改革に伴う関係条例の整備について ３０ 

議案第２６号 三豊市情報公開条例の一部改正について ３２ 

議案第２７号 三豊市個人情報保護条例の一部改正について ３４ 

議案第２８号 三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について ３７ 

議案第２９号 三豊市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について ４１ 

議案第３０号 
三豊市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正につ
いて 

４４ 

議案第３１号 三豊市農村公園条例の一部改正について ４６ 

議案第３２号 三豊市企業立地促進条例の一部改正について ４８ 

議案第３３号 三豊市都市計画審議会条例の一部改正について ５０ 

議案第３４号 三豊市原下工業団地整備基金条例の廃止について ５２ 

議案第３５号 
三豊市がんばる企業応援事業補助金審査委員会設置条例の廃止につ

いて 
５４ 

議案第３６号 香川県中部広域競艇事業組合規約の一部変更について ５６ 

議案第３７号 
香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財

産処分について（三豊市） 
５７ 

議案第３８号 
香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財

産処分について（辻財産区） 
５８ 
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議案第３９号 
香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財

産処分について（神田財産区） 
５９ 

議案第４０号 
香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財

産処分について（河内財産区） 
６０ 

議案第４１号 
香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財

産処分について（財田大野財産区） 
６１ 

議案第４２号 
香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財

産処分について（大見財産区） 
６２ 

議案第４３号 
香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財

産処分について（下高瀬財産区） 
６３ 

議案第４４号 
香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財

産処分について（桑山財産区） 
６４ 

議案第４５号 
香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財

産処分について（比地大財産区） 
６５ 

議案第４６号 指定管理者の指定について（不動の滝カントリーパーク） ６６ 

議案第４７号 指定管理者の指定について（三豊市豊中コミュニティセンター） ６７ 

議案第４８号 指定管理者の指定について（三豊市立高瀬南部保育所） ６８ 

議案第４９号 指定管理者の指定について（三豊市山本町産地直売所） ６９ 



1 

議案第１号

   平成２８年度三豊市一般会計補正予算（第４号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２８年度三豊市一般会計補正予算

（第４号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



2 

議案第２号

   平成２８年度三豊市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２８年度三豊市国民健康保険事業

特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



3 

議案第３号

   平成２８年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第３号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２８年度三豊市国民健康保険診療

所事業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



4 

議案第４号

   平成２８年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２８年度三豊市後期高齢者医療事

業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



5 

議案第５号

   平成２８年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２８年度三豊市介護保険事業特

別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



6 

議案第６号

   平成２８年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算（第３号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２８年度三豊市介護サービス事業

特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



7 

議案第７号

   平成２８年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２８年度三豊市集落排水事業特別

会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



8 

議案第８号

   平成２８年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第３号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２８年度三豊市浄化槽整備推進事

業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



9 

議案第９号

   平成２８年度三豊市港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２８年度三豊市港湾整備事業特別

会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



10 

議案第１０号

   平成２８年度三豊市水道事業会計補正予算（第２号）

 平成２８年度三豊市水道事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



11 

議案第１１号

   平成２８年度三豊市病院事業会計補正予算（第２号）

 平成２８年度三豊市病院事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



12 

議案第１２号

   平成２９年度三豊市一般会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２９年度三豊市一般会計予算を別冊のと

おり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



13 

議案第１３号

   平成２９年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２９年度三豊市国民健康保険事業特別会

計予算を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



14 

議案第１４号

   平成２９年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２９年度三豊市国民健康保険診療所事業

特別会計予算を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



15 

議案第１５号

   平成２９年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２９年度三豊市後期高齢者医療事業特別

会計予算を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



16 

議案第１６号

   平成２９年度三豊市介護保険事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２９年度三豊市介護保険事業特別会計

予算を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



17 

議案第１７号

   平成２９年度三豊市介護サービス事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２９年度三豊市介護サービス事業特別会

計予算を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



18 

議案第１８号

   平成２９年度三豊市集落排水事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２９年度三豊市集落排水事業特別会計予

算を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



19 

議案第１９号

   平成２９年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２９年度三豊市浄化槽整備推進事業特別

会計予算を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



20 

議案第２０号

   平成２９年度三豊市港湾整備事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２９年度三豊市港湾整備事業特別会計予

算を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



21 

議案第２１号

   平成２９年度三豊市水道事業会計予算

 地方公営企業法第２４条第２項の規定により、平成２９年度三豊市水道事業会計予

算を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



22 

議案第２２号

   平成２９年度三豊市病院事業会計予算

 地方公営企業法第２４条第２項の規定により、平成２９年度三豊市病院事業会計予

算を別冊のとおり提出する。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



23 

議案第２３号

   三豊市子どもの貧困対策検討委員会設置条例の制定について

 三豊市子どもの貧困対策検討委員会設置条例を次のように定める。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



24 

三豊市条例第 号

   三豊市子どもの貧困対策検討委員会設置条例

 （設置）

第１条 子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成 25 年法律第 64 号）第４条の規

定に基づき、子どもの貧困対策に関し、本市の状況に応じた施策を策定し、及び実

施するため、三豊市子どもの貧困対策検討委員会（以下「検討委員会」という。）

を設置する。

 （所掌事務）

第２条 検討委員会は、子どもの貧困対策に関する計画を策定し、及びその計画に基

づき実施する施策の内容を検討する。

 （組織）

第３条 検討委員会は、委員１５人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

 学識経験を有する者

 教育委員会の代表者

 民生委員・児童委員の代表者

 事業主団体の代表者

 子どもの保護者

 福祉関係団体の代表者

 健康福祉部長

 教育部長

 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

 （任期）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。

２ 委員は、再委嘱され、又は再任されることができる。

 （委員長及び副委員長）

第５条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。



25 

３ 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。

 （会議）

第６条 検討委員会の会議（以下この条において「会議」という。）は、委員長が招

集する。

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

３ 会議の議事は、委員のうち会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。

４ 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くこ

とができる。

 （庶務）

第７条 検討委員会の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。

 （委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

 （最初の検討委員会の招集）

２ 検討委員会については、委員長が選任されるまでの間は、第６条第１項の規定に

かかわらず、市長が招集する。

 （三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

３ 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 18 年

三豊市条例第 55号）の一部を次のように改正する。

  別表中

「
三豊市保育所運営計画策定委員会委員 日額 ８，０００ 」を

「
保育所運営計画策定委員会委員 日額 ８，０００

に改める。
子どもの貧困対策検討委員会委員 日額 ８，０００ 」



26 

議案第２４号

   三豊市空家等の適正な管理に関する条例の制定について

 三豊市空家等の適正な管理に関する条例を次のように定める。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



27 

三豊市条例第 号

   三豊市空家等の適正な管理に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、空家等の適切な管理及び活用の促進を図るため、市、空家等の

所有者等及び市民の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別

措置法（平成 26 年法律第 127 号。以下「法」という。）に定めるもののほか、適切

な管理が行われていない空家等の措置について必要な事項を定めることにより、市

民等の生命、身体及び財産を保護し、並びに良好な生活環境の保全を図ることを目

的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、この条例に特段の定めのない限り、

法において使用する用語の例による。 

２ この条例において「市民等」とは、市の区域内に居住し、勤務し、若しくは在学

し、又は滞在する者及び事業活動を行う者をいう。 

 （空家等の所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者等は、法第３条の規定により、周辺の生活環境に悪影響を及

ぼさないよう空家等の適切な管理を行わなければならない。 

 （市の責務） 

第４条 市は、法第４条の規定により、法第６条第１項に規定する空家等対策計画の

作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措

置を適切に講じるものとする。 

 （市民等の責務） 

第５条 市民等は、特定空家等の増加防止を図るため、一人一人が主体的に、及びそ

れぞれが協力し、安全で良好な生活環境の確保に努めるとともに、市が実施する施

策に協力するよう努めるものとする。 

２ 特定空家等であると疑われる空家等を発見した市民等は、市にその情報を提供す

るよう努めるものとする。 

 （空家等対策計画） 

第６条 市は、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第６条第１項の規
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定により、三豊市空家等対策計画を定めるものとする。 

 （所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第７条 市は、法第１２条の規定により、所有者等による空家等の適切な管理を促進

するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとす

る。 

 （空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第８条 市は、法第１３条の規定により、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、

又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するも

のを除く。）に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講じる

ものとする。 

 （特定空家等の認定基準） 

第９条 市長は、法第２条第２項の特定空家等と認めるに当たっての基準（以下「認

定基準」という。）を定めるものとする。 

２ 市長は、認定基準を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

 （特定空家等に対する措置） 

第１０条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、法第１４条の規定により特定空家

等に対する措置を講じるときは、当該特定空家等が現にもたらしている、又はその

まま放置した場合に予見される周辺の建築物、通行人等に対する悪影響の有無、程

度及び切迫性を勘案して総合的に判断するものとする。 

２ 法第１４条第２項及び第３項に規定する相当の猶予期限は、対象となる特定空家

等を整理するための期間及び措置の実施に要する期間を合計した期間を標準とする。 

 （緊急安全措置） 

第１１条 市長は、特定空家等について、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及

ぼす等の危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するた

め必要な最小限度の措置を講じることができる。 

２ 市長は、前項の規定による措置を講じたときは、当該措置に係る特定空家等の所

在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該特定空家等

の所有者等から徴収することができる。 

 （関係機関への協力要請） 
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第１２条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他関係

機関に対し、特定空家等の所在地及び物的状態の内容に関する情報を提供し、当該

物的状態を解消するために必要な協力を要請することができる。 

 （協議会） 

第１３条 法第７条第１項の規定により、三豊市空家等対策推進協議会（以下「協議

会」という。）を設置する。 

２ 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

 第６条に規定する空家等対策計画の策定及び変更に関すること。 

 法第１４条に規定する措置に関すること。 

 前２号に掲げるもののほか、空家等対策に関し必要な事項 

３ 協議会は、委員１０人以内で組織する。 

４ 委員は、法第７条第２項に規定する者のうちから、市長が委嘱する。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

６ 委員は、再委嘱されることができる。 

７ 会長は、市長をもって充てる。 

８ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

９ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委

員がその職務を代理する。 

１０ 協議会の庶務は、建設経済部建築課において処理する。 

 （委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項は、

規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 18 年

三豊市条例第 55号）の一部を次のように改正する。 

  別表都市計画審議会委員の項の次に次のように加える。

空家等対策推進協議会委員 日額 ８，０００
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議案第２５号

   組織機構改革に伴う関係条例の整備について

 組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定める。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



31 

三豊市条例第 号

   組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例

 （三豊市総合計画審議会条例等の一部改正）

第１条 次に掲げる条例の規定中「政策部企画財政課」を「政策部田園都市推進課」

に改める。

 三豊市総合計画審議会条例（平成18年三豊市条例第278号）第７条

 三豊市男女共同参画社会づくり推進協議会設置条例（平成19年三豊市条例第6号）

第８条

 三豊市事務事業外部評価委員会設置条例（平成21年三豊市条例第33号）第７条

 三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置条例（平成27年三豊市

条例第1号）第７条

 （三豊市行政改革推進委員会設置条例の一部改正）

第２条 三豊市行政改革推進委員会設置条例（平成19年三豊市条例第5号）の一部を次

のように改正する。

  第７条中「政策部企画財政課」を「政策部財政課」に改める。

   附 則

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。
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議案第２６号

   三豊市情報公開条例の一部改正について

 三豊市情報公開条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市情報公開条例の一部を改正する条例 

 三豊市情報公開条例（平成 18 年三豊市条例第 11 号）の一部を次のように改正する。 

 第１６条第１項を次のように改める。 

  行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。

 第１６条第３項を削る。

 別表を削る。

   附 則 

 （施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 改正後の第１６条の規定は、この条例の施行の日以後に受理した第６条第１項の

公開請求について適用し、同日前に受理した公開請求については、なお従前の例に

よる。
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議案第２７号

   三豊市個人情報保護条例の一部改正について

 三豊市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市個人情報保護条例の一部を改正する条例

 三豊市個人情報保護条例（平成 18 年三豊市条例第 12 号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第１項を次のように改める。 

  この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、次の各号のい

ずれかに該当するものをいう。 

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁

的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式をいう。次項第２号において同じ。）で作られる記録をい

う。以下同じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法

を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）に

より特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することができ、

それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。） 

 個人識別符号が含まれるもの 

 第２条中第１０項を第１２項とし、第９項を第１１項とし、第８項を第１０項とし、

同条第７項中「第２項」の次に「（これらの規定を番号法第２６条において準用する

場合を含む。第３５条第２号において同じ。）」を加え、同項を同条第９項とし、同

条中第６項を第８項とし、第２項から第５項までを２項ずつ繰り下げ、第１項の次に

次の２項を加える。 

２ この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、

番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。 

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、

番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り

当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁

的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若

しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、

又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又
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は発行を受ける者を識別することができるもの 

３ この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病

歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見

その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で

定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

 第６条第４項中「思想、信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因とな

るおそれのある個人情報」を「要配慮個人情報」に改める。 

 第１３条第１項中「記述等」の次に「及び個人識別符号」を加え、同条第２項中第

７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

 第１７条第２項中「記述等」の次に「及び個人識別符号」を加える。 

 第２５条第２項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。）」を削る。 

 第３６条第２項第１号中「第２８条」を「第２９条」に改める。

   附 則 

 この条例は、平成２９年５月３０日から施行する。
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議案第２８号

   三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について

 三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

める。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始



38 

三豊市条例第 号

   三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 18 年三豊市条例第 50 号）の一

部を次のように改正する。

 第３条第３項、第４条第２項及び第５条中「規則の」を「規則で」に改める。

 第９条第１項及び第２項中「達するまでの子」の次に「（地方公務員の育児休業等

に関する法律第２条第１項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この条

及び次条において同じ。）」を加える。

 第１０条第４項中「前２項」を「前３項」に改め、「この場合において」の次に「、

第１項中「３歳に満たない子を養育する職員が、規則で定めるところにより、当該子

を養育」とあり」を加え、「あるのは「要介護者のある職員（ただし、規則で定める

者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規則で定めるところにより、当該

要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午

前５時までの間をいう。）における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの

子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者

のある職員（ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下

この項において同じ。）が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」」を

「あり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定め

るところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員（ただし、規則

で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規則で定めるところによ

り、当該要介護者を介護」と、第１項中「当該請求をした職員の業務を処理するため

の措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」

と、第２項中「深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午前５時ま

での間をいう。）における」」に改める。

 第１０条の２第１項及び第１２条第１項中「規則の」を「規則で」に改める。

 第１３条中「及び介護休暇」を「、介護休暇及び介護時間」に改める。

 第１７条第１項を次のように改める。

  介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、子、配偶者の父母その
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他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活

を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をするため、任命権者が、

規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必

要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月（地方公務

員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第

２項の規定により採用された職員にあっては、規則で定める期間）を超えない範囲

内で指定する期間（以下「指定期間」という。）内において勤務しないことが相当

であると認められる場合における休暇とする。

 第１７条第２項中「前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一

の継続する状態ごとに、連続する６月（地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条

の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員にあ

っては、規則で定める期間）の期間」を「指定期間」に改め、同条の次に次の１条を

加える。

 （介護時間）

第１７条の２ 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当

該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者

に係る指定期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部につき

勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間を超えない

範囲内で必要と認められる時間とする。

３ 介護時間については、三豊市職員の給与に関する条例第２１条の規定にかかわら

ず、その勤務しない１時間につき、同条例第２２条に規定する勤務１時間当たりの

給与額を減額する。

 第１８条の見出し中「及び介護休暇」を「、介護休暇及び介護時間」に改め、同条

中「及び介護休暇」を「、介護休暇及び介護時間」に、「規則の」を「規則で」に改

める。

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

 （介護休暇に関する経過措置）

２ 改正前の第１８条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例
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の施行日（以下「施行日」という。）において当該介護休暇の初日（以下単に「初

日」という。）から起算して６月（地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第２

８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規

定により採用された職員にあっては、規則で定める期間。以下同じ。）を経過して

いないものの当該介護休暇に係る改正後の第１７条第１項に規定する指定期間につ

いては、任命権者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づ

く施行日以後の日（初日から起算して６月を経過する日までの日に限る。）までの

期間を指定するものとする。
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議案第２９号

   三豊市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

 三豊市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 三豊市職員の育児休業等に関する条例（平成 18 年三豊市条例第 51 号）の一部を次

のように改正する。

 第２条の２を第２条の３とし、第２条の次に次の１条を加える。

 （育児休業法第２条第１項の条例で定める者）

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法（昭和 22 年法

律第 164 号）第６条の４第１号に規定する養育里親である職員（児童の親その他の

同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第６

条の４第２号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職

員に限る。）に同法第２７条第１項第３号の規定により委託されている当該児童と

する。

 第３条第１号を次のように改める。

 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該

育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げ

る場合に該当することとなったこと。

  ア 死亡した場合

  イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

 第３条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、第１号

の次に次の１号を加える。

 育児休業をしている職員が第５条に規定する事由に該当したことにより当該育

児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合

に該当することとなったこと。

  ア 前号ア又はイに掲げる場合

  イ 民法（明治 29 年法律第 89 号）第８１７条の２第１項の規定による請求に係

る家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を

除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２７条第１項第３号の規

定による措置が解除された場合

 第１０条第２項中「を承認されている職員」を「又は勤務時間、休暇等に関する条
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例第１７条の２第１項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員」に、

「を承認されている時間」を「又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間」に

改める。

   附 則

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。
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議案第３０号

   三豊市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正について

 三豊市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

 三豊市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成 28 年三豊市条例第 37

号）の一部を次のように改正する。

 第２条のうち三豊市職員の給与に関する条例第１３条第３項の改正規定中「８級で

あるもの」の次に「及び医療職給料表（一）の適用を受ける職員でその職務の級が４

級であるもの」を加え、「行８級職員」を「行８級職員等」に改める。

 第２条のうち三豊市職員の給与に関する条例第１４条第３項の改正規定中「行８級

職員」を「行８級職員等」に改める。

 附則第３条第１項から第３項までの規定中「８級であるもの」の次に「及び医療職

給料表（一）の適用を受ける職員でその職務の級が４級であるもの」を加え、「行８

級職員」を「行８級職員等」に改める。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。



46 

議案第３１号

   三豊市農村公園条例の一部改正について

 三豊市農村公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市農村公園条例の一部を改正する条例 

 三豊市農村公園条例（平成 18 年三豊市条例第 160 号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１条中「及び農村集落居住者の日常的な健康増進と憩いの場を提供する」を「並

びに農村集落居住者の健康増進及び憩いの場の提供の」に改める。 

 第３条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

 別表三豊市高瀬町上分西公園の項中「三豊市高瀬町新名８９４番地」を「三豊市高

瀬町新名８９４番地１」に改め、同表三豊市高瀬町上分東公園の項中「１３３４番地

７」を「１３３２番地７」に改め、同表三豊市豊中町眉山農村公園の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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議案第３２号

   三豊市企業立地促進条例の一部改正について

 三豊市企業立地促進条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市企業立地促進条例の一部を改正する条例

 三豊市企業立地促進条例（平成 23年三豊市条例第 2号）の一部を次のように改正す

る。

 第２条第６号中「又は情報処理関連施設」を「、情報処理関連施設又は試験研究施

設」に改め、同号を同条第７号とし、同条第５号の次に次の１号を加える。

 試験研究施設 技術革新の進展に即応した高度な技術を開発し、又は当該技術

を製品の開発若しくは生産に利用するための試験又は研究の用に供する施設をい

う。

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 改正後の第２条第６号及び第７号の規定は、この条例の施行の日以後に受理した

第３条第２項の申請について適用し、同日前に受理した申請については、なお従前

の例による。
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議案第３３号

   三豊市都市計画審議会条例の一部改正について

 三豊市都市計画審議会条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市都市計画審議会条例の一部を改正する条例

 三豊市都市計画審議会条例（平成 18 年三豊市条例第 191 号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、第４号

を第３号とする。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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議案第３４号

   三豊市原下工業団地整備基金条例の廃止について

 三豊市原下工業団地整備基金条例を廃止する条例を次のように定める。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市原下工業団地整備基金条例を廃止する条例

 三豊市原下工業団地整備基金条例（平成 18年三豊市条例第 98号）は、廃止する。

   附 則

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。
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議案第３５号

   三豊市がんばる企業応援事業補助金審査委員会設置条例の廃止について

 三豊市がんばる企業応援事業補助金審査委員会設置条例を廃止する条例を次のよう

に定める。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市がんばる企業応援事業補助金審査委員会設置条例を廃止する条例

 三豊市がんばる企業応援事業補助金審査委員会設置条例（平成 27 年三豊市条例第 4

号）は、廃止する。

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

 （三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 18 年

三豊市条例第 55号）の一部を次のように改正する。

  別表がんばる企業応援事業補助金審査委員会委員の項を削る。



56 

議案第３６号

   香川県中部広域競艇事業組合規約の一部変更について

 地方自治法第２８６条第２項の規定により、関係地方公共団体と協議の上、次のと

おり香川県中部広域競艇事業組合規約の一部を変更することについて、同法第２９０

条の規定に基づき議会の議決を求める。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始

   香川県中部広域競艇事業組合規約の一部を変更する規約

 香川県中部広域競艇事業組合規約（昭和 43年香川県告示第 18号）の一部を次のよ

うに変更する。

 第４条中「丸亀市競艇事業局内」を「丸亀市ボートレース事業局内」に改める。

   附 則

 この規約は、平成２９年４月１日から施行する。
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議案第３７号

   香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財産処分に

ついて（三豊市）

 地方自治法第２８９条の規定により、平成２９年３月３１日をもって、香川県市町

総合事務組合から三観衛生組合が脱退することに伴う財産処分を、関係地方公共団体

と協議の上、次のとおり定めることについて、同法第２９０条の規定に基づき議会の

議決を求める。

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始

 平成２９年３月３１日をもって香川県市町総合事務組合負担金条例（平成 16 年香川

県市町総合事務組合条例第 14 号。以下「負担金条例」という。）第１３条及び第１５

条の規定により、三観衛生組合へ退職手当支給事務に係る負担金及び非常勤補償等事

務に係る負担金の一部を還付することとなる場合においては、負担金条例第１３条及

び第１５条の規定により計算した額を、香川県市町総合事務組合財政調整基金に関す

る条例（平成 16 年香川県市町総合事務組合条例第 13 号）第５条第２号の規定により

退職手当基金及び非常勤職員公務災害補償等基金の一部を処分して支払うものとする。
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議案第３８号

   香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財産処分に

ついて（辻財産区）

 地方自治法第２８９条の規定により、平成２９年３月３１日をもって、香川県市町

総合事務組合から三観衛生組合が脱退することに伴う財産処分を、関係地方公共団体

と協議の上、次のとおり定めることについて、同法第２９０条の規定に基づき議会の

議決を求める。

  平成２９年２月２８日提出

                          辻財産区管理者

                          三豊市長 横山 忠始

 平成２９年３月３１日をもって香川県市町総合事務組合負担金条例（平成 16 年香川

県市町総合事務組合条例第 14 号。以下「負担金条例」という。）第１３条及び第１５

条の規定により、三観衛生組合へ退職手当支給事務に係る負担金及び非常勤補償等事

務に係る負担金の一部を還付することとなる場合においては、負担金条例第１３条及

び第１５条の規定により計算した額を、香川県市町総合事務組合財政調整基金に関す

る条例（平成 16 年香川県市町総合事務組合条例第 13 号）第５条第２号の規定により

退職手当基金及び非常勤職員公務災害補償等基金の一部を処分して支払うものとする。
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議案第３９号

   香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財産処分に

ついて（神田財産区）

 地方自治法第２８９条の規定により、平成２９年３月３１日をもって、香川県市町

総合事務組合から三観衛生組合が脱退することに伴う財産処分を、関係地方公共団体

と協議の上、次のとおり定めることについて、同法第２９０条の規定に基づき議会の

議決を求める。

  平成２９年２月２８日提出

                          神田財産区管理者

                          三豊市長 横山 忠始

 平成２９年３月３１日をもって香川県市町総合事務組合負担金条例（平成 16 年香川

県市町総合事務組合条例第 14 号。以下「負担金条例」という。）第１３条及び第１５

条の規定により、三観衛生組合へ退職手当支給事務に係る負担金及び非常勤補償等事

務に係る負担金の一部を還付することとなる場合においては、負担金条例第１３条及

び第１５条の規定により計算した額を、香川県市町総合事務組合財政調整基金に関す

る条例（平成 16 年香川県市町総合事務組合条例第 13 号）第５条第２号の規定により

退職手当基金及び非常勤職員公務災害補償等基金の一部を処分して支払うものとする。
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議案第４０号

   香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財産処分に

ついて（河内財産区）

 地方自治法第２８９条の規定により、平成２９年３月３１日をもって、香川県市町

総合事務組合から三観衛生組合が脱退することに伴う財産処分を、関係地方公共団体

と協議の上、次のとおり定めることについて、同法第２９０条の規定に基づき議会の

議決を求める。

  平成２９年２月２８日提出

                          河内財産区管理者

                          三豊市長 横山 忠始

 平成２９年３月３１日をもって香川県市町総合事務組合負担金条例（平成 16 年香川

県市町総合事務組合条例第 14 号。以下「負担金条例」という。）第１３条及び第１５

条の規定により、三観衛生組合へ退職手当支給事務に係る負担金及び非常勤補償等事

務に係る負担金の一部を還付することとなる場合においては、負担金条例第１３条及

び第１５条の規定により計算した額を、香川県市町総合事務組合財政調整基金に関す

る条例（平成 16 年香川県市町総合事務組合条例第 13 号）第５条第２号の規定により

退職手当基金及び非常勤職員公務災害補償等基金の一部を処分して支払うものとする。
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議案第４１号

   香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財産処分に

ついて（財田大野財産区）

 地方自治法第２８９条の規定により、平成２９年３月３１日をもって、香川県市町

総合事務組合から三観衛生組合が脱退することに伴う財産処分を、関係地方公共団体

と協議の上、次のとおり定めることについて、同法第２９０条の規定に基づき議会の

議決を求める。

  平成２９年２月２８日提出

                          財田大野財産区管理者

                          三豊市長 横山 忠始

 平成２９年３月３１日をもって香川県市町総合事務組合負担金条例（平成 16 年香川

県市町総合事務組合条例第 14 号。以下「負担金条例」という。）第１３条及び第１５

条の規定により、三観衛生組合へ退職手当支給事務に係る負担金及び非常勤補償等事

務に係る負担金の一部を還付することとなる場合においては、負担金条例第１３条及

び第１５条の規定により計算した額を、香川県市町総合事務組合財政調整基金に関す

る条例（平成 16 年香川県市町総合事務組合条例第 13 号）第５条第２号の規定により

退職手当基金及び非常勤職員公務災害補償等基金の一部を処分して支払うものとする。
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議案第４２号

   香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財産処分に

ついて（大見財産区）

 地方自治法第２８９条の規定により、平成２９年３月３１日をもって、香川県市町

総合事務組合から三観衛生組合が脱退することに伴う財産処分を、関係地方公共団体

と協議の上、次のとおり定めることについて、同法第２９０条の規定に基づき議会の

議決を求める。

  平成２９年２月２８日提出

                          大見財産区管理者

                          三豊市長 横山 忠始

 平成２９年３月３１日をもって香川県市町総合事務組合負担金条例（平成 16 年香川

県市町総合事務組合条例第 14 号。以下「負担金条例」という。）第１３条及び第１５

条の規定により、三観衛生組合へ退職手当支給事務に係る負担金及び非常勤補償等事

務に係る負担金の一部を還付することとなる場合においては、負担金条例第１３条及

び第１５条の規定により計算した額を、香川県市町総合事務組合財政調整基金に関す

る条例（平成 16 年香川県市町総合事務組合条例第 13 号）第５条第２号の規定により

退職手当基金及び非常勤職員公務災害補償等基金の一部を処分して支払うものとする。
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議案第４３号

   香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財産処分に

ついて（下高瀬財産区）

 地方自治法第２８９条の規定により、平成２９年３月３１日をもって、香川県市町

総合事務組合から三観衛生組合が脱退することに伴う財産処分を、関係地方公共団体

と協議の上、次のとおり定めることについて、同法第２９０条の規定に基づき議会の

議決を求める。

  平成２９年２月２８日提出

                          下高瀬財産区管理者

                          三豊市長 横山 忠始

 平成２９年３月３１日をもって香川県市町総合事務組合負担金条例（平成 16 年香川

県市町総合事務組合条例第 14 号。以下「負担金条例」という。）第１３条及び第１５

条の規定により、三観衛生組合へ退職手当支給事務に係る負担金及び非常勤補償等事

務に係る負担金の一部を還付することとなる場合においては、負担金条例第１３条及

び第１５条の規定により計算した額を、香川県市町総合事務組合財政調整基金に関す

る条例（平成 16 年香川県市町総合事務組合条例第 13 号）第５条第２号の規定により

退職手当基金及び非常勤職員公務災害補償等基金の一部を処分して支払うものとする。
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議案第４４号

   香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財産処分に

ついて（桑山財産区）

 地方自治法第２８９条の規定により、平成２９年３月３１日をもって、香川県市町

総合事務組合から三観衛生組合が脱退することに伴う財産処分を、関係地方公共団体

と協議の上、次のとおり定めることについて、同法第２９０条の規定に基づき議会の

議決を求める。

  平成２９年２月２８日提出

                          桑山財産区管理者

                          三豊市長 横山 忠始

 平成２９年３月３１日をもって香川県市町総合事務組合負担金条例（平成 16 年香川

県市町総合事務組合条例第 14 号。以下「負担金条例」という。）第１３条及び第１５

条の規定により、三観衛生組合へ退職手当支給事務に係る負担金及び非常勤補償等事

務に係る負担金の一部を還付することとなる場合においては、負担金条例第１３条及

び第１５条の規定により計算した額を、香川県市町総合事務組合財政調整基金に関す

る条例（平成 16 年香川県市町総合事務組合条例第 13 号）第５条第２号の規定により

退職手当基金及び非常勤職員公務災害補償等基金の一部を処分して支払うものとする。
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議案第４５号

   香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う財産処分に

ついて（比地大財産区）

 地方自治法第２８９条の規定により、平成２９年３月３１日をもって、香川県市町

総合事務組合から三観衛生組合が脱退することに伴う財産処分を、関係地方公共団体

と協議の上、次のとおり定めることについて、同法第２９０条の規定に基づき議会の

議決を求める。

  平成２９年２月２８日提出

                          比地大財産区管理者

                          三豊市長 横山 忠始

 平成２９年３月３１日をもって香川県市町総合事務組合負担金条例（平成 16 年香川

県市町総合事務組合条例第 14 号。以下「負担金条例」という。）第１３条及び第１５

条の規定により、三観衛生組合へ退職手当支給事務に係る負担金及び非常勤補償等事

務に係る負担金の一部を還付することとなる場合においては、負担金条例第１３条及

び第１５条の規定により計算した額を、香川県市町総合事務組合財政調整基金に関す

る条例（平成 16 年香川県市町総合事務組合条例第 13 号）第５条第２号の規定により

退職手当基金及び非常勤職員公務災害補償等基金の一部を処分して支払うものとする。
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議案第４６号

   指定管理者の指定について（不動の滝カントリーパーク）

 地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、次のとおり指定管理者を指定した

いので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 指定管理を行わせる公の施設

 名 称  不動の滝カントリーパーク

 位 置  香川県三豊市豊中町岡本３５６７番地６

２ 指定管理者に指定する団体

 所在地  香川県三豊市豊中町本山甲２０１番地１

 名 称  特定非営利活動法人まちづくり推進隊豊中

 代表者  理事長 野田 卓三

３ 指定の期間

  平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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議案第４７号

   指定管理者の指定について（三豊市豊中コミュニティセンター）

 地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、次のとおり指定管理者を指定した

いので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 指定管理を行わせる公の施設

 名 称  三豊市豊中コミュニティセンター

 位 置  香川県三豊市豊中町岡本３５６７番地６

２ 指定管理者に指定する団体

 所在地  香川県三豊市豊中町本山甲２０１番地１

 名 称  特定非営利活動法人まちづくり推進隊豊中

 代表者  理事長 野田 卓三

３ 指定の期間

  平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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議案第４８号

   指定管理者の指定について（三豊市立高瀬南部保育所）

 地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、次のとおり指定管理者を指定した

いので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 指定管理を行わせる公の施設

 名 称  三豊市立高瀬南部保育所

 位 置  香川県三豊市高瀬町下麻６５３番地２

２ 指定管理者に指定する団体

 所在地  東京都千代田区神田神保町二丁目３０番地

 名 称  株式会社小学館集英社プロダクション

 代表者  代表取締役社長 都築 伸一郎

３ 指定の期間

  平成２９年４月１日から平成３９年３月３１日まで

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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議案第４９号

   指定管理者の指定について（三豊市山本町産地直売所）

 地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、次のとおり指定管理者を指定した

いので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 指定管理を行わせる公の施設

 名 称  三豊市山本町産地直売所

 位 置  香川県三豊市山本町神田３５４９番地１

２ 指定管理者に指定する団体

 所在地  香川県三豊市山本町神田３５４９番地１

 名 称  有限会社 山本ふれあい市

 代表者  取締役 岩倉 光義

３ 指定の期間

  平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで

  平成２９年２月２８日提出

                          三豊市長 横山 忠始


